
小牧市民病院未収金回収業務委託プロポーザル実施要領  

 

小牧市民病院未収金回収業務委託プロポーザルを次のとおり実施する。  

 

１  目的  

  本件プロポーザルは、小牧市民病院（以下「病院」という。）における

患者負担に係る診療費（自己負担）等の未収金回収業務について、専門

的なノウハウ及び資格を有する者に、未収金の回収を委託することによ

り、負担の公平の確保及び未収金残高の縮小を図り、病院経営の健全化

に資するため、未収金回収業務を委託する業者の選定を目的とするもの

である。  

 

２  業務の概要  

(1) 委託業務名   小牧市民病院未収金回収業務委託  

(2) 業務委託内容  未収金回収に係る一切の業務  

詳細については、別添「小牧市民病院未収金回収

業務委託仕様書」のとおり  

(3) 委託期間   令和８年４月１日～令和１１年３月３１日  

 

３  プロポーザルに参加する者の必要な資格に関する事項  

  次に掲げる全ての要件に該当するものとする。  

(1) 弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）第４条に規定する弁護士

であって、同法第５７条第１項第２号から第４号までのいずれかに

規定する懲戒の処分を受けたことがないこと、又は弁護士法第３０

条の２の規定による弁護士法人であり、同法第５７条第２項第２号

から第４号までのいずれかに規定する懲戒の処分を受けたことが

ないこと。  

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない者であること。  

(3) 小牧市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平

成２４年６月２５日付け小牧市長・愛知県小牧警察署長締結）に基

づく排除措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。  

 



(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続中の者

でないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再

生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の小牧市入札

参加資格の登録がされた者については、更生手続開始又は再生手続

開始の申立てがなされなかった者とみなす。  

(5) 国税、県税及び市税（納期到来分）を完納している者であること。  

 

４  提出書類の提出方法  

プロポーザル参加を希望する者は、参加表明書を持参により提出する

こと。また、募集要領の内容を確認のうえ、提出書類を持参により提出

するものとする。  

 

(1) 参加表明書の受付期間  

令和８年１月１６日（金）から１月２２日（木）まで  

（土曜日、日曜日は除く）  

(2) 提出時間  

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までは除く）  

(3) 提出場所  

小牧市民病院事務局  医事課  

(4) 提出書類の提出期間  

令和８年１月２７日（火）から１月３０日（金）まで  

(5) 提出時間  

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までは除く）  

(6) 提出部数  

募集要領を参照  

(7) 提出場所  

小牧市民病院事務局  医事課  

(8) その他  

①  書類提出にかかる費用は、提出者の負担とする。  

②  提出された書類は、返却しないものとする。  

 

 



５  プロポーザル実施・業者選定にかかる条件  

(1) プロポーザルに参加する者が１者である場合においても、原則とし

てプロポーザルを実施するものとする。  

(2) プロポーザルを実施した結果、業務を委託するにふさわしい者がい

ないと認められた場合、参加した全者を非特定とする場合もある。  

 

６  問い合わせ先  

〒４８５－８５２０  

小牧市常普請一丁目 20 番地  

小牧市民病院  医事課  医事係   担当  佐野・宇都  

TEL 0568-76-1413（直通）  

FAX 0568-75-0214 


